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Ⅰ　問　　題

1　労働契約法の改正

　2013 年 4 月に施行された「労働契約法の一部
を改正する法律」（以下，労契法改正）のポイントは，
無期労働契約への転換（第 18 条），「雇い止め法理」
の法定化（第 19 条），不合理な労働条件の禁止（第
20 条）である。今後は，同一の使用者との間で，
有期労働契約が通算で 5 年を超えて反復更新され
た場合，企業は労働者の申込みにより無期労働契
約（つまり正社員）に転換しなければならない。
　このような有期契約労働者に対する不公正な処
遇の是正を目指す法改正は，処遇体系の再設計を
企業に課す法的介入となる（菅野	2012:	237；阿部	
2014）。具体的には，有期雇用の非正規従業員（以
下，非正規）から無期雇用の正社員へ円滑に移行
する「正社員への転換制度」を整備することが求
められる。しかし正社員へ転換するということは
処遇の改善とともに定年まで強い雇用保障を働く

人びとに提供することである。非正規の正社員化
は，人件費の増加や人員配置の硬直化あるいは雇
用調整のやりにくさなどを通じて，企業に新たな
コストをもたらす可能性が高い。したがって，無
期雇用という条件は維持しても，事実上「何でも
する」「どこでも行く」「いつでも働く」という勤
務にある種の制限を加えることで，解雇権濫用法
理の適用も変化させる（つまり雇用保障の程度を緩
めた）「限定正社員」へのニーズが出てくる（鶴	
2011）。有期雇用であっても長期にわたって就労
している非正規を，いわゆる正社員と非正規の中
間的な存在である限定正社員と位置づけて，より
安定的な無期雇用契約へと結びつけるという発想
である。実際，厚生労働省の各種会合が牽引役と
なって，いわゆる正社員と非正規の中間形態の限
定正社員がさまざまに検討されている（厚生労働
省	2012）。今後，労契法改正の対応に向けて，非
正規といわゆる正社員の二極に分断した内部労働
市場に，両者を緩衝する限定正社員の雇用区分を
あらたに設けて，「非正規→限定正社員」の転換
制度を整備する企業が増えるだろう。
　それでは，いわゆる正社員と限定正社員は何が
違うのか。佐藤（2012）は「いわゆる正社員」を
識別する基準として，その働き方の包括性・無限
定性に着目して，①活用業務無限定，②配属先の
事業所・勤務地無限定，③残業がある，④フルタ
イム勤務の 4 つをあげる。つまり無期雇用を前提
として，この 4 つの基準を満たす雇用区分がいわ
ゆる正社員である。限定正社員とは，4 つの基準
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のいずれか一つないし複数を満たさない雇用区分
であって，職種限定，労働時間限定（短時間勤務，
フルタイム勤務だが残業なし），勤務地限定などか
らなる。たとえば「○○店舗の婦人服売場の販売
職として 1 日 6 時間・週 5 日勤務している有期契
約社員の契約期間が，5 年を超えて無期雇用に転
換すると，限定正社員が誕生することになる」（佐
藤	2013）。
　さて労契法改正の政策意図は「有期労働契約の
濫用的な利用を抑制し，労働者の雇用の安定を
図ること」1）である。しかし，非正規（有期雇用）
の正社員（無期雇用）への転換は，先に述べたよ
うに賃金アップや雇用保障の取り組みなど新たな
コストをもたらす。それを嫌う企業が，正社員へ
の転換に慎重になり，かえって非正規の雇用の不
安定性が増長されるおそれがある。つまり「意図
せざる結果」を生む懸念がある。「意図せざる結
果」とは，ある行為主体（個人，集団，組織）が目
的を有した行動をとった際に，その目的から逸脱
した結果が生じることである 2）。

2　意図をする行為主体と結果を出す行為主体

　はじめに「意図をする行為主体」＝国と，「結
果を出す行為主体」＝「企業」という関係で捉え
てみよう。このとき非正規の雇用安定と公正処遇
という国の政策の意図は正しくとも，正社員への
転換に付随するコストを企業が回避しようとする

ため「意図せざる結果」が生じる可能性がある。
シカゴ大学の山口一男教授は労契法改正によって
むしろ 5 年以内で雇い止めするケースが多くなる
可能性を指摘している 3）。
　次に「意図をする行為主体」＝企業（組織）と「結
果を出す行為主体」＝非正規の関係で捉えてみよ
う。労契法改正への対応という意図とともに人事
制度を改訂する企業（組織）は非正規のモチベー
ション向上という意図も持っている。しかし「結
果を出す行為主体」である非正規は，組織の意図
どおりモチベーションを高めるであろうか。むし
ろ人事制度の改訂なかんずく正社員転換制度の導
入が，非正規のモチベーションを下げるように作
用するおそれはないか。これが本稿の問題意識で
ある。
　議論をまとめると図 1 のようになる，まず国の
労契法改正の意図は非正規の雇用の安定である。
このとき結果を出す行為主体，つまり企業（組織）
は，新たな制度のコスト回避の選択として非正規
の 5 年以内雇い止めを増やすかもしれない。これ
が第一の意図せざる結果である。一方，企業（組織）
は意図をする行為主体でもある。このとき結果を
出す行為主体は非正規である。企業（組織）は労
契法改正への対応のみならず，非正規のモチベー
ション向上という積極的な意図をもって人事制度
を改訂するはずである。しかし，そこに第二の意
図せざる結果が生まれる可能性がある。

図 1　労契法改正がもたらす 2つの「意図せざる結果」
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　本稿では，労契法改正へ対応するため多くの企
業が取り組むと予想される人事制度のうち限定正
社員制度と正社員への転換制度に着目する。そし
てこれらの制度を整備することで派生する「意図
せざる結果」の行方を，調査データに基づき検討
する。

Ⅱ　関連する先行研究・調査

1　非正規の質的基幹化とモチベーション

　非正規の質的基幹化に伴って正社員との均衡処
遇が問題視されている。一方で，雇用が安定して
おり相対的に良い労働条件で働いている正社員に
比べて，非正規の職務満足やモチベーションは
決して低くないという調査結果は少なくない（蔡	
2010;	奥西	2008;	労働政策研究・研修機構	2006）。平
野（2014）は，中国地方で 173 店舗の食品スーパー
を展開するマックスバリュ西日本の従業員調査を
通して，質的に基幹化したパート主任は，総合職
や勤務地限定の正社員と比べて，モチベーション
や情緒的コミットメントに遜色がなく，職務満足
はむしろ高いことを見出している。
　欧米でも非正規が正社員に比べて遜色のない組
織行動を示している研究は多数ある。たとえば
Thorsteinson（2003）は，フルタイムとパートタ
イム労働者の組織行動をメタ分析しているが，職
務満足，組織コミットメント，離職意思といった
職務態度に両者はほとんど差がないことを見出し
ている。De	Cuyper	et	al.（2008）も一時雇用に
関する既存研究のレビューから同じ結論を導いて
いる。
　非正規が正社員と比べて遜色ない職務態度を示
すのはなぜか。欧米の研究ではその説明の仕方は
多様である。例えば，非正規の異質性（雇用形態，
職務内容，労働時間，非正規という働き方の自発的・
非自発的選択など）を捉えていないことや，「黄金
の鎖」（golden	handcuff）に縛られている正社員の
ストレスや隠れたコストを無視していることなど
が議論されている（蔡	2010）。つまり，異質性が
高いということは集団内の分散が大きいというこ
とであり，そのことが組織行動に及ぼす影響を曖

昧にしてしまう可能性がある。また「黄金の鎖」
のゆえに正社員を辞めるコストが高すぎてやむを
得ず正社員として働いている人もいる。

2　組織内公正性

　 本 稿 が 注 目 す る の は，「 組 織 内 公 正 性 」
（organizational	justice）である。Greenberg（1987；
1990）によれば，組織内公正性には，「分配的公正」

（distributive	justice）と「手続き的公正」（procedural	
justice）がある。分配的公正は，組織メンバー間
に希少な資源を分配する際に，配分の結果が公正
かどうかを意味している。つまり，賃金やボーナ
スの他，誰を昇進させるかといった報酬を，従業
員にどのように配分し，それを従業員が公正と感
じるかどうかといった報酬配分における公正知覚
の問題である。一方，手続き的公正は意思決定の	
手続きに関して感じられる手段の公正を意味する 4）。
Leventhal（1980）は，手続き的公正が認知され
れば，その結果としての分配的公正感が高まると
仮定している。
　分配的公正に関わる研究の端緒は Adams

（1965）の「衡平理論」（equity	theory）である。
彼は，Stouffer	et	al.（1949）による相対的剝奪理論，
Festinger（1957）の認知的不協和理論，Homans

（1961）の社会的交換理論に基づいて，社会的交
換に関与する人間の行動を説明しようとした。
　衡平理論では，個人のおかれている状況と，比
較の対象となる他者の状況とを比べたうえで，組
織に対して自分が果たしているインプットと，得
られたアウトカムとが釣り合っていると判断した
場合に公正であると感じると仮定される。逆に，
他者と比べて自分の報酬が努力や成果に見合わな
い（過少報酬）と思えば不満を持つ。一方，他者
と比べて過多報酬だと感じれば罪の意識を持つ。
インプットとは，職務に対する努力や知識，経験
などはもちろん，年齢や雇用形態や社会的地位な
どの客観的条件でもよく，自らが組織に持ち込む
価値あるもの全てを投入と表現することができ
る。一方，アウトカムとはその個人が得たものを
意味しているが，賃金や昇進，能力開発機会，雇
用保障，地位，名誉など自分が企業から受け取る
価値あるもの全てが該当する。
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　ここで重要なことは，こうしたインプットやア
ウトカムが客観的要素の総和なのではなく社会的
交換関係にある当事者たちによって知覚される主
観的要素の知覚の総和であるということである

（加納	2014）。インプットとアウトカムの不均衡で
ある状態は式 1 と式 2 の不等式によって示され
る。衡平な関係の成立は式 3 の等式によって示さ
れる。

Op

Ip
＜

Oa

Ia
（式 1）→過小報酬 _ 不満

Op

Ip
＞

Oa

Ia
（式 2）→過多報酬 _ 罪の意識

Op

Ip
＝

Oa

Ia
（式 3）→平衡状態 _ 満足

注：O＝アウトカム　I＝インプット　p＝自分の　a＝他者の

　Ip，Op はそれぞれ個人が知覚した自己（わたし）
のインプットとアウトカムの総和であり，Ia，Oa

は比較対象である他者のインプットとアウトカム
の総和である。（式 1）は過少報酬の状態であり，
自己（わたし）は不満を感じている。（式 2）は過
多報酬の状態であり，自己（わたし）は罪の意識
を感じている。いずれも不衡平な状態である。（式
1）の不衡平を知覚した個人はそれに伴う認知的
不協和を解消する方向へ動機づけられる。その方
法の一つは自己もしくは他者の行動を変化させる
ことである。たとえば不公正感を知覚した個人は
自己のインプットを減らして衡平状態に近づけよ
うとするかもしれない。この場合，組織効率の低
下につながる可能性が高い。もう一つは自己や他
者の認知を変化させる方法であり，代表的なもの
は比較対象を変えることである。
　つまり労働者の分配的公正感は組織内の誰
と自分を比較しているのかという比較選択

（comparative	referent）に関わっている（Folger	
and	Cropanzano	1998）。社会的比較（social	com-
parison）理論によれば，人は社会環境を適応的に
生きていくために，自分の意見や能力を正しく
評価したいという動機があり，そのために自分と
意見や能力が類似した他者との比較を行う傾向が

ある（Festinger	1954;	Ambrose,	Harland,	and	Kulik	
1991）。たとえば，正社員は正社員同士，非正規
は非正規同士の比較に，より大きな関心を持って
いると考えるのが自然である（奥西	2008）。した
がって，雇用が安定し相対的に良い労働条件で働
いている正社員に比べて，非正規の職務満足や幸
せ感は決して低くないのである。

Ⅲ　分析フレームワークと仮説

　労契法改正に対応する人事制度として注目され
るのは，限定正社員制度と正社員への転換制度で
ある。担当職務の難度や働き方，組織との関係の
持ち方の違いに基づいて，非正規，限定正社員，
正社員の雇用区分を設けて処遇水準を異なるもの
にするという論理は衡平原理に即した改訂であ
る。また非正規の質的基幹化に応じて，企業（組織）
との関わり方に複数の選択肢があることが衡平分
配原理の観点から望ましいと考えられる。分析フ
レームワークを示すと図 2 のようになる。　
　まず正社員の働き方の無限定性を見なおし，勤
務時間，勤務地，職種を限定する限定正社員制度
の整備と，限定正社員への移行を可能にする転換
制度は，非正規の選択肢が増えるという意味で衡
平原理に基づく人事制度の改訂と捉えることがで
きる。正社員が担っていた責任や役割を引き受け
る非正規，あるいは正社員と変わらぬ拘束性を受
容して組織に貢献しようとする非正規は，限定正
社員制度や転換制度の整備が分配的公正感を高め
ると考えられる。労契法改正に対応する企業（組
織）の意図も通常そのように想定して設計される
と考えられる。したがって以下の仮説を設ける。

　「意図した結果」仮説
1 　限定正社員制度（短時間勤務，勤務地限定，
職種限定）の導入は，非正規の分配的公正感
を高める。

2 　正社員への転換制度の導入は，非正規の分
配的公正感を高める。

3 　正社員への転換制度の導入は，非正規が質
的に基幹化している程度が高いほど分配的公
正感を高める。
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　しかし，先に議論した通り，分配的公正の知覚
は組織内の誰と自分を比較しているのかという選
択に影響を受ける。人は自身の属性と近い人や，
接触頻度の高い人を比較対象にしやすい。そうで
あれば非正規の比較対象は，正社員ではなく，同
じ非正規のなかの誰かとしている可能性が高い。
正社員への転換制度が導入されることで，それま
で同じ雇用区分に閉じていた非正規の比較対象が
正社員に変化し，休眠状態にあった正社員との処
遇格差への不満が覚醒するという「意図せざる結
果」が生まれるかもしれない。
　衡平理論に即して考えればインプットが大きい
ほどその傾向は高まるはずである。ここでイン
プットとして非正規の質的基幹化の程度と拘束性
の受容に着目する。いわゆる正社員の働き方は
勤務時間，勤務地，職種において無限定に拘束性
を受容する包括性・無限定性に特色があり（久本	
2010），それは当該組織との雇用（取引）契約に
基づく労働者による関係特殊投資でもある（平野	
2009；2010）。したがって以下の仮説を設ける。

　「意図せざる結果」仮説
1 　正社員への転換制度の導入は，非正規の分
配的公正感を低める。

2 　正社員への転換制度の導入は，非正規が質
的に基幹化している程度が高いほど分配的公
正感を低める。

Ⅳ　方　　法

1　データ

　本稿で用いるデータは，WEB 調査会社のマク
ロミル社に委託して 2013 年 11 月に行った質問
票調査である。調査は，国内の正規・非正規社
員を対象に行われ，同社のモニター会員あてに，
WEB 上のアンケートに回答するよう案内を行
い，特定の条件に合致する場合のみに，全質問項
目に回答する形式であった。ここで特定の条件と
は，サンプル属性の極端な偏りを防止するため，
雇用区分（正規，非正規）について各カテゴリ毎
に一定以上のサンプル数を確保することを目的に
して，先に雇用区分についての回答でスクリーニ
ングを行っているものである。収集した回答は
3402（正社員 1702，非正規 1700）である。本稿で
はこのうち，産業の影響をコントロールし，かつ
労契法改正の主たる対象となる雇用形態として小
売業に勤めるパート 150 人を対象に分析を施す。
　サンプル属性は以下のとおりである。平均年齢
42.0 歳（標準偏差 8.77），所属企業における勤続年
数 4.74 年（4.829），性別：女性 137・男性 13，子供：
有 96・無 54，学歴：中卒 2・高卒 57・専修各種
専門学校 20・短大高専 40・大卒 31，職種：営業
販売 110・製造 10・事務 23・専門職他 7，年収：
100 万円未満 77・100 万円台 62・200 万円台以上
11。

図 2　分析フレームワーク

限定正社員制度の導入 非正規の分配的
公正感

労契法改正への対応

正社員への転換制度の導入

非正規の質的基幹化

職務の不確実性

関係特殊投資

拘束性の受容
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2　変　数

　独立変数
　以下の 3 つの限定正社員に関わる人事制度と正
社員への転換制度の導入の有無（有＝ 1，無＝ 0）
を尋ねている。
・	短時間正社員：1 日 6 時間等の恒常的な短時

間勤務の正社員制度
・	勤務地限定正社員：転居を伴わない勤務地を

限定した正社員制度
・	職種限定正社員：職種の変更を伴わない正社

員制度
・	非正規の正社員への転換制度

　従属変数
　分配的公正感を測定するに際して，正義や公正
といった概念は複数の原則を持ち，多義的であ
ることに注意を払っておく必要がある。公正の
多義性に関して，Deutsch（1975）は，公正な分
配の原理として，11 の価値をあげている 5）。特
に Deutsch が重視したのは，衡平原理（equity	
principle），平等原理（equality	principle），必要性
原理（need	principle）である。本稿では，田中（1996）
や Colquitt（2001）を参考に，各分配原理の内容
を考慮した 9 つの質問を準備し，リッカートス
ケール 5 件法で尋ねた。分析には 9 項目の単純加
算平均を用いる（α	=.910）。

〈衡平原理〉	
・	私の仕事の成果と処遇はつり合いがとれている
・	私の給与や待遇は，同業他社と比較して納得で

きる水準にある
・	私の給与や待遇は，仕事の努力に見合ったもの

である
〈平等原理〉	
・	私の給与は，同僚と比べて遜色ない水準である
・	給与や処遇に関して，同僚間にそれほど大きな

差はない
・	私の現在の処遇は，平等なものである
〈必要性原理〉	
・	私の処遇は，私の年齢や地位にふさわしいもの

である
・	私は，生活をする上で十分な給与を貰っている。

・	私の給与や待遇は，個人の事情に十分配慮した
ものになっている

　モデレータ変数
　分析フレームワークでは非正規の質的基幹化
をモデレータ変数として設定している。非正規
の質的基幹化の変数は，「取引費用の経済学」

（Williamson	1985;	1996）をベースにした内部労働
市場における雇用区分の多元化の研究（平野	2009;	
2010;	2013）において用いられた「関係特殊投資」

「拘束性の受容」「職務の不確実性」の 3 つの下位
次元を設定する。

〈関係特殊投資〉
　関係特殊投資の主たるは内容は，特定の労使（取
引）関係において，当該取引相手（雇用主）との
取引にしか価値を持たない企業特殊技能の開発の
ための人的資本投資である。企業特殊技能は職場
内訓練によって当該企業固有の文脈のもとで発揮
される技能であり，それを高めるための労働者の
インプットを「関係特殊投資」と呼ぶ。具体的に
は，リッカートスケール 5 件法で尋ねた 8 項目の
単純加算平均からなる。（α＝ .840）
・	会社の理念や文化を深く理解し，それらに沿っ

て行動するよう努力している
・	会社の戦略や中長期的課題を把握し，その実現

に向けて努力している
・	会社の新製品，新しいサービスや取り組みに関

する知識向上のために，情報収集や自己研鑽に
努めている

・	お客さま満足向上のために，業務の効率化や
サービスの改善に努めている

・	職場の人々と積極的にコミュニケーションをは
かり信頼関係を築けるよう努力している

・	他部署の人間や取引先とも積極的にコミュニ
ケーションをはかり，信頼関係を築けるよう努
力している

・	何かトラブルが生じた時に原因を分析，把握し，
同じ問題が起きないよう努力している

・	職場のチームワーク向上に努めている
〈拘束性の受容〉
　「拘束性の受容」も関係特殊投資の一つである。
これは組織都合の転居転勤や職種を変える配置転
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換といった拘束性を労働者が受容するときに生じ
る。たとえば転居転勤を受容することは，近所づ
きあい，地域，学校行事への参加などにおける社
会的ネットワーク，およびそこから生じる互酬性
と規範としての「社会関係資本」（social	capital）
への労働者（＝生活者）のこれまでの投資を無駄
なものにする。すなわちサンクコスト（埋没費
用）となる。特定の地域コミュニティで培ってき
た他者との信頼関係や人間関係（社会ネットワー
ク）を放棄して，新たな勤務先に赴任することは
当該企業との雇用関係においてのみ価値のあるこ
とであり，労使関係における関係特殊的投資の一
種と考えられる（平野	2009）。同様に不慣れな業
務への配置転換を受け入れることは，特定の業務
に対応したこれまでの技能投資をサンクコストに
する。サンクコストを回収するためには当該雇用
主との雇用関係を継続しなければならない。長時
間労働や突発的な残業の受け入れは家庭生活への
時間資源の投資活動に葛藤をもたらす。具体的に
は，勤務時間，勤務場所，職種の無限定性に即し
て，リッカートスケール 5 件法で尋ねた 9 項目を
設定し単純加算平均する。（α＝ .688）
・	突発残業受容：仕事で必要ならば，突発的な残

業をすることもいとわない
・	休日出勤受容：仕事で必要ならば，休日出勤も

いとわない
・	勤務時間変更：業務の繁閑に即して勤務時間を

変更しても構わない
・	職種変更を伴う異動：会社の指示であっても，

職種が変わる異動は望まない（R）6）

・	職種変更受容：異動する場合，異動前の経験を
無理なく生かせる仕事に限定したい（R）

・	未経験業務受容：会社都合による未経験の職場
への配置転換であっても，望むところである

・	転居の受容：昇進のための転勤より，むしろ現
在住んでいるところに留まることを優先したい

（R）
・	ローカル志向：できれば一つの地域に留まって

働きたい（R）
・	転居転勤：転居を伴う転勤があっても，仕事な

らば仕方がない

〈職務の不確実性〉
　「職務の不確実性」は労働者が処理すべきタス
クに関して標準化されておらず，労働者が事後的
に処理しなければならない情報量の多さを示す。
通常は正社員に割り当てられる不確実性の高い職
務に非正規が従事している場合，その非正規は質
的基幹化していることになる。具体的な質問項目
は，リッカートスケール 5 件法で尋ねた下記の 7
項目からなり，分析では単純加算平均を用いる。

（α＝ .518）
・	毎日仕事内容は決まっており，手順通りこなす

ことが大切である（R）
・	新しい目標や課題に挑戦することが多い
・	課題を達成するための具体的方法は明確に示さ

れず，試行錯誤することが多い
・	予測困難な事態がよく発生するので，計画（予

定）を修正したり臨機応変に対応することが多
い

・	一日の行動は細かい点まで上司に監視，把握さ
れている（R）

・	上司やスタッフ部門への報告書の作成，メール
での対応に追われ，他の業務がどうしてもおろ
そかになりがちである

・	職場の同僚と互いに協力し合わなければ仕事が
まわっていかない

　統制変数
・	女性ダミー，年齢，子供有ダミー，現在の所属

組織での勤続年数，最終学歴，従業員数ダミー
（リファレンスは従業員数1万人以上），年収ダミー
（リファレンスは 100 万円未満）

　分析には仮説の検証を目的にして「職務の不確
実性×転換制度」「関係特殊投資×転換制度」「拘
束性の受容×転換制度」の 3 つの交互作用項を投
入する。なお交互作用項の新変数をつくる際に多
重共線性を回避するため各変数の中心化処理を施
してある。
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Ⅴ　結　　果

　仮説の検証のために行った階層的重回帰分析の
結果が表 1 である。
　「意図した結果」仮説 -1 に関して，「短時間正
社員制度」が導入されるとパートの分配的公正感
が高まることが確認される（5％水準で有意）。勤
務地限定と職種限定については統計的に有意でな
い。したがって仮説は部分的に支持された。
　「意図した結果」仮説 -2 とそれへの対抗仮説で
ある「意図せざる結果」仮説 -1 に関して，結果は，
10％水準ながら「正社員への転換制度」が導入さ
れるとパートの分配的公正感は下がる（モデル 4）。
したがって「意図した結果」仮説は棄却され，「意
図せざる結果」仮説 -1が支持される。すなわち「正
社員制度の転換制度」の導入は，パートの分配的

公正感をむしろ下げる可能性がある。
　「意図した結果」仮説 -3 とそれへの対抗仮説で
ある「意図せざる結果」仮説 -2 に関して，結果
は「拘束性の受容」と「正社員への転換制度」の
交互作用項がパートの分配的公正感に対してマイ
ナスに作用する。モデル 3 に比してモデル 4 の
R2 の増分も統計的に有意である。すなわち拘束
性の受容と正社員への転換制度は分配的公正感に
対してマイナスの交互作用効果を持つ。なお，他
の質的基幹化の変数である「職務の不確実性」と

「関係特殊投資」は交互作用効果は見いだせない。
したがって「意図せざる結果」仮説 -2 が部分的
に支持される。　
　図 3 は正社員への転換制度と拘束性の受容の交
互作用効果を可視化したものである 7）。拘束性を
高いレベルで受容するパートのグループでは正社
員への転換制度が導入されると分配的公正感は悪

表 1　限定正社員制度と正社員転換制度および質的基幹化が非正規の分配的公正感に及ぼす影響
従属変数：パートの分配的公正感

モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
独立変数 β β β β
女性ダミー 0.204 * 0.224 * 0.205 * 0.194 *
年齢 －0.208 * －0.220	 * －0.224 * －0.225 *
子供有ダミー 0.375 *** 0.410	 *** 0.393 *** 0.386 ***
現所属企業での勤続年数 0.122 0.151 † 0.126 0.129
最終学歴 －0.021 －0.016 －0.011 －0.034
従業員数 30 未満ダミー －0.140	 －0.140	 －0.180	 －0.171
														30	 ～	 100 ダミー －0.022 －0.005 －0.003 －0.077
													100	～	 300 ダミー －0.224 * －0.213	† －0.226 * －0.222 *
													300	～	 1000 ダミー 0.009 0.021 0.002 0.034
												1000	～	 2000 ダミー －0.014 －0.006 0.001 0.006
												2000	～	 5000 ダミー －0.013 －0.021 －0.036 －0.038
年収	100 万円台ダミー 0.054 0.095 0.105 0.091
					 200 万円台ダミー 0.166 † 0.169 * 0.127 0.126
						 300 万円台ダミー －0.068 －0.054 －0.054 －0.067
						 400 万円台ダミー 0.107 0.121 0.119 0.108
短時間正社員制度 0.178 * 0.159 * 0.191 *
勤務地限定正社員制度 －0.003 －0.032 －0.004
職種限定正社員制度 0.166 * 0.156 † 0.113
正社員への転換制度 －0.101 －0.103 －0.166 †
職務の不確実性 －0.157 † －0.136 †
関係特殊投資 0.115 0.126
拘束性の受容 0.066 0.052
交互作用＿職務の不確実性×転換制度 0.121
交互作用＿関係特殊投資×転換制度 0.096
交互作用＿拘束性の受容×転換制度 －0.199 *
調整済み R2 0.125 0.167 0.186 0.218
⊿ R2 0.033 0.118	 0.047
F 値 2.417 ** 2.573 *** 2.545 *** 2.658 ***
変化 F 値 3.170	 * 1.818 2.723 *

† ;p	<.10,		*;p	<.05,　	**;p<.01,　	***;p<.001
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化する反面，拘束性の受容が低いグループでは「正
社員への転換制度」の導入は分配的公正感にほと
んど影響しない。

Ⅵ　考　　察

　支持された分析結果をあらためて整理すると，
1）「短時間正社員制度」の導入はパートの分配的
公正感を高める，2）「正社員への転換制度」の導
入はパートの分配的公正感を低める傾向がある，
3）正社員転換制度の導入がパートの分配的公正
感にマイナスの影響を与える傾向は，パートが拘
束性を高く受容している場合一層顕著となる。1）
は企業（組織）の「意図した結果」であるが，2）
と 3）は「意図せざる結果」である。
　以上の結果に関して，第一に，限定正社員制度
を構成する「時間限定」「勤務地限定」「職種限定」
のうち時間限定のみが分配的公正感にプラスに作
用し，残りの 2 つは効果を持たないことに関して
考察すると，勤務地限定と職種限定は正社員を対
象とした施策であって，非正規にとって直接関係
のないものと認識されていることによると考えら
れる。一方，多くのパートが短時間勤務者であろ
うから，勤務時間をそのままに正社員へ移行でき
る短時勤務制度は「衡平原理」（頑張れば＝インプッ
トを高めれば，正社員になれる＝アウトカムが高ま
る）に即して公正と見なされるのであろう。
　第二に，「正社員への転換制度」導入は非正規

の分配的公正感を低める可能性があり，その傾向
は拘束性の受容の程度に応じて顕著となることに
関して，この結果に対する一つの解釈は既に検討
したとおり，転換制度の導入が，正社員との比較
意識を覚醒させる効果を持つことに起因すると考
えられる。Ambrose,	Harland	and	Kulik（1991）
による比較対象のメカニズムによれば，人は自身
と属性（例えば年齢や性別）の近い人間や，接触
頻度の高い人間を比較対象に置きやすい。社会的
比較理論（Festinger	1954）によれば，人は他者の
反応をただ受動的に受け入れるだけでなく，他者
との比較を通じて自己の様々な側面を明確に評価
しようとする欲求を持っている。特に直接的物理
的な基準がない場合には，人は他人と見比べるこ
とで自らを評価する。こうした知見をもとに結果
を考察すれば，非正規はその比較対象を同じ非正
規グループの他者としている可能性がある。それ
が正社員への転換制度の導入により，比較対象に
正社員が加わり，拘束性の受容というインプット
が高いグループほど不公正を知覚する。
　この結果に対するもう一つの解釈としては，余
合（2014）が論じた「欲求不満効果」（frustration	
effect）も適用できる。制度上は正社員転換制度
が存在したとしても，この制度の利用状況が著し
く少ないものであれば，こうした制度があること
を非正規に認知させることは，むしろ逆の効果を
持つ可能性がある。つまり転換制度があっても
なかなか正社員になれないという欲求不満を高め

図３　正社員転換制度と拘束性の受容の交互作用効果図３　正社員転換制度と拘束性の受容の交互作用効果
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る。このことは欲求不満効果とも解釈できる。す
なわち組織内公正の研究で議論されてきた分配的
公正が不公正な場合，手続き的公正を高める（こ
の場合，正社員転換制度を整備する）場合のほうが，
不公正な手続きを踏んだ場合よりも否定的に判
断される（Folger	1977）。要するに，一見すると
非正規，特に不本意に非正規という働き方をする
人々にとって有益である正社員転換制度であって
も，実際には正社員登用は相当に難しいと認知さ
れている場合，単なる「ガス抜き」を目的とした
仕組みと捉えられかねない。このような場合，こ
うした制度を導入することがむしろ公正感を損ね
る可能性がある。

Ⅶ　本稿の含意

　企業の人事戦略の本質は，意図せざる結果を事
前に予測し，それを制度設計の中にあらかじめ組
み入れることにある。本稿で得られた知見，すな
わち正社員への転換制度を設けると，非正規の「正
社員との比較の意識」が高まり，分配的公正感を
下げるという「意図せざる結果」をいかに防止し
たらよいのか。
　第一に，正社員転換制度が導入されている企業
では，正社員並みに拘束性を受容しているという
非正規の意識が，分配的公正感を低めるという結
果に鑑みると，防止策としては正社員に課してい
る拘束性を大幅に限定することが鍵となると思わ
れる。拘束性を（正社員並みに）受け入れるとい
う非正規の態度は，それを受容すれば正社員にな
れるかもしれないという期待の表れでもある。と
するならば正社員の側の拘束性を限定すること
で，非正規の拘束性を受容するインセンティブは
低化する。なお現実的に全ての正社員を対象とし
た拘束性の大幅緩和はできないから，「何でもす
る」「どこへでも行く」「いつでも働く」といった
具合に，組織による拘束性を無制限に受容する正
社員（総合職）の数を絞り，限定正社員を増やし
ていくことが肝要であろう。
　第二に，非正規の分配的公正感が低いというこ
とは，同じインプットにもかかわらず正社員と比
べて処遇（アウトカム）が低いということに他なら

ないことを直視すべきである。2015 年 4 月施行
の改正パートタイム労働法では，正社員と差別的
取扱いが禁止されるパートタイム労働者について
は，これまで，（1）職務内容が正社員と同一，（2）
人材活用の仕組み（人事異動等の有無や範囲）が正
社員と同一，（3）無期労働契約を締結している
パートタイム労働者であることとされていたが，
改正後は，（1），（2）に該当すれば，有期労働契
約を締結しているパートタイム労働者も正社員と
差別的取扱いが禁止される。正社員の拘束性を大
幅に限定するということは，上記（2）の人事異動
等の有無や範囲に関わる拘束性を制限することに
通じる。つまり，上記（2）の人材活用の仕組みに
付随する正社員と非正規のインプットに差がなく
なるのであれば，担当する職務の大きさや責任の
程度という（1）の職務内容のファクターのみでイ
ンプットを捉えることができるようになる。その
結果「均衡処遇」からさらに進んだ同一労働同一
賃金原則による衡平な「均等処遇」の道筋が開け
る。また正社員と非正規の均等処遇は，正社員を
非正規に代替させることによって獲得してきた企
業の便益（人件費削減効果）が消滅する。したがっ
て「労契法改正によってかえって 5 年以内雇い止
めが増える」逆機能の抑止にもつながると考えら
れる。
　第三に，正社員転換制度を利用した非正規から
正社員への登用を「狭き門」としてはならない。
本人の自発的意思に基づくインプット次第で正社
員登用の道が開けるようにすべく，登用基準を明
示して正社員登用の門戸を広げることが望まし
い。
　以上の施策は，企業（組織）に新たなコスト負
担を強いる可能性がある。しかし，分配的公正感
を高めることで非正規のモチベーションが向上す
るという「意図した結果」が得られる積極的な意
義を強調しておきたい。

	1）厚生労働省 HP	
	 	 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_

roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
	 2）意図せざる結果としては「官僚制の逆機能」が有名である。

社会学者マートンは，組織活動が組織の目標と結びつくよう
合理的に設計されているはずの官僚制組織が，訓練された無
能，目標の置き換え，革新の阻害など「意図せざる結果」を
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生み出す可能性を指摘した（Merton,	1936）。
	 3）山口（2013）。
	 4）Leventhal（1980）は手続的公正の知覚対象となる構成要

素として，①一貫性，②偏見の抑制，③情報の正確さ，④修
正可能性，⑤代表性，⑥倫理性の 6 つからなるとしている。	
守島（1997）は日本の実情に合わせて手続き的公正を高める
施策として①情報公開，②苦情処理，③発言の 3 種に整理し
ている。

	5）①各自の貢献によるもの，②平等であるもの，③各自の要
求によるもの，④各自の潜在的価値によるもの，⑤各々の努
力によるもの，⑥他者が自分たちのために行うために何を選
ぶかによるもの，⑦競争の機会を等しく与えることに従うも
の，⑧市場の供給と需要によるもの，⑨共通の利益によるも
の，⑩互換性の原理によるもの，⑪最低線以下に落ちないよ
うにするもの，の 11 である。

	6）（R）は逆尺度であり，分析段階でスコアを補正した。
	7）具体的には，交互作用項を構成する「拘束性の受容」が平

均値＋ 1 標準偏差」および「平均値－ 1 標準偏差」を示す 2
つのグループを想定した・そして 2 つのグループそれぞれに
ついて，正社員への転換制度が「平均値－ 1 標準偏差」およ
び「平均値 +1 標準偏差」つまり導入の有無の場合の非正規
の分配的公正感を推定した（cf.	Aiken	and	West	1991）。
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